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21世紀の看護を担うための責任ある実践 「拡大する看護の役割と責任」

これからの看護職のあり方と看護研究の課題

千葉大学法経学部  広  井  良  典

ここでは,特 に現在先進諸国において議論や改

革が進んでいる 「医療 ・福祉職種の役割分担の再

編」についてまとめてみたい。

1.医 療 ・福祉職種の役割分担の再編

(1)基 本的視点

高齢化の進展やプライマリ・ケア分野等におけ

る医療技術の成熟化,そ して医療 ・福祉サービス

に対する利用者ないし消費者の意識の高まり,ひ

いては経済成長の鈍化の中での医療 ・福祉におけ

る費用対効果の要請等々のなかで,欧 米諸国を中

心に,医 療 0福祉分野における職種の役割分担の

あり方の見直しをめぐる議論が活発になっている。

こうした議論の中心となっているのは,第 一に,

特に医師の独占業務を看護職や薬剤師等との関係

でどう位置づけていくかという点,第 二に,医 療

職種と福祉職種との役割分担のあり方をどう整理

していくか,と いう点 ― この中には,当 然のこ

とながら,そ もそも 「医療行為 (medical prac―

tice)」とは何かという,根 本的な論点が含まれ

ることになる― であり,各 国においても,確 立

した結論に到達しているというよりは,な お様々

な模索が続いている状況にある。

そして, こうした課題は日本においても共通の

ものであり, また, これらの職種間の役割分担を

どう考えていくかは,実 はそのまま各職種の 「必

要養成数」や 「需給」の問題とも直結する課題で

ある。 したがって,医 療 ・福祉分野における職種

の役割分担のあり方という課題は, サービスの質

の確保,効 率性,医 療 。福祉マンパヮーの需給等 ,々

様々な広がりをもつ課題であると言え,今 後日本

においても正面からの検討が求められている。

(幼 欧 米諸国における動向

先進諸国における医療 ・福祉職種の役害J分担の

見直しをめぐる近年の動向を概観すると,大 きく

次のような点が指摘できると思われる。

まず,医 師の独占業務の見直しという点を中心

に,医 療 ・福祉職種の役割分担の見直し

という方向が,国 レベルでもっともまとまった形

で進められているのはイギリスである。

すなわち,NHS改 革の流れの中で, プライマ

リ・ケア分野を中心に,看 護婦や薬剤師の業務範

囲ないし自立性の拡大が図られており, この点は

97年における政権交代以降も同様で,特 に最近に

おける
“プライマリ。ケアの中心に看護婦を置く

"

試みが注目に値する。今後どのような成果が展開

していくか,]|き 続き注視していく必要がある。

イギリスと同様の方向を追求しているのがスウェー

デンであり,高 齢者医療 ・福祉に関するいわゆる

エーデル改革の中で,看 護婦の自律性の拡大や,

福祉職種の業務拡大が積極的に進められている。

一方,医 師以外の職種の業務の拡大という点で

はこれらの国と共通の方向性をもちつつも,若 千

異なるユニークな展開を示 しているのがアメリカ

である。アメリカの場合,先 に述べたように,一
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これからの看護職のあり方と看護研究の課題

部の州において高等業務登録看護婦 (APRNS)

に薬の処方権が認められたり, また薬剤師に一部

の薬剤の処方権が認められるなど,相 当大胆な見

直 しが進められている反面,改 革が州によってま

ちまちであり,ま た,伝 統的には医師の権限や医

師会の力が強い国であることもあって (拙著 『ア

メリカの医療政策と日本』参照), こ うした動 き

に対する医師会サイ ドか らの反対 も相当強いもの

があり,な お模索の状態にあると言える。

そもそもアメリカの場合,基 本的な医療 システ

ムや法制自体が日本やヨーロッパのものと比べて

きわめて独特のものであり, したがってアメリカ

の動向については,一 方で様々な参考とする反面,

少し距離を置いた上で評価 していく必要があると

思われる。なお,看 護婦については,先 にも指摘

したように,高 等業務登録看護婦など 「教育年限

や専門性の差別化」の中で業務の拡大を図ってい

くという方向が顕著であり, これも (専門職志向

そそして資格 (degree)志向の強い)ア メリカ的

な面がよく表れている点と考えられる。

最後に,職 種の役割分担の見直 しについての目

立った動きがあまり見 られず,そ の意味ではもっ

とも
“
保守的

"な
傾向を示 しているのが ドイッで

ちる。ある意味では日本 もこれに似た状況 (特に

医師の独占業務の範囲に関 して)と 言える。

ほ)日 本における課題

冒頭にも述べたように, この職種の役割分担に

掲するテーマは今後日本においてもきわめて大き

よ課題となっていくはずのものでありながら,な

むきちんとした比較研究が行われていない分野で

らり, こうした 「政策研究 (policy studies)」と

ンての調査研究を深めていくこと自体がこれから

Dまず第一の課題である。

この場合,上 記の概観からも示唆されているよ

うに,ア メリカは看護や医療,福 祉におけるひと

Dの モデルを示 しているものにすぎず,む しろ様々

な固有の問題点を抱えるものであり, したがって,

これからの看護研究においては,い わばアメリカ

の状況あるいは 「アメリカ。モデル」を
`相

対化
"

し, ヨーロッパを含めたより広い視点で日本にとっ

ての望ましいケアの姿を検討 していくべきである。

なお, こうした (国際比較研究を含む)調 査研

究自体の必要性ということを踏まえた上で,ま た,

冒頭にもおゝれたようにこのテーマが最終的にはそ

もそも 「医療行為」とは何か, という, きわめて

大きな論点に関わるものであり,簡 単に答えが出

せる性格のものではないということを確認 した_上

で,現 時点での筆者の基本的な考えについて簡潔

におゝれておきたい。

冒頭にもおゝれたように, この問題には大きく二

つの位相がある。第一は医師と他職種との関係で

あり,第 二は医療職 (特に看護職)と 福祉 (介護)

職との関係である。 日本ではどちらかというと後

者の問題が論 じられることが多いが 一―いわゆる

「看護と介護」問題一 ,特 に日本の場合,実 は前

者の問題,つ まり医師と他職種の役割分担がきち

んと整理されていないことが問題の根にあると筆

者は考えている。

そして,筆 者自身は,対 応の方向としては,次

のようなステップで進めていくのが妥当ではない

かと考えている。それは,ま ずは医師に対する看

護職の独立性を高め, したがって 「医療行為」の

世界の内部で看護職が (医師の指示なしに)行 え

る裁量の幅を広げ,そ れに続 くかたちで,い わば

第ニステップとして,医 療行為の範囲そのものを

緩和 し, したがって福祉 ・介護職が行える行為の

幅を拡大 していく, という手順で改革を進めてい

くという方向である。このように考える趣旨は,

いきなり医療行為の範囲そのものを大きく緩和す

ることは,(じ ょくそう手当ての一部や吸引など

簡単なものを除き)安 全性などの面でやはり慎重

であるべきであり, まずは医療行為の世界の内部

で,医 師から独立 した看護職の独立性あるいは自
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由度を高め,そ の状況を踏まえながら医療行為そ

のものの範囲を緩和 していくことが,サ ービスの

質や安全性の確保, また医師一看護職一福祉職の

役割分担の姿として妥当と考えられるのではない

か, ということである。

いずれにしても,医 療 ・福祉職種の役割分担を

めぐる見直しは各国共通の課題であり,各 々の国

において様々な改革が進められつつある。同時に

また,冒 頭にも指摘したように, こうした職種の

業務分担をめぐる課題は,各 職種の養成や需給

(必要養成数)の 問題とも直接に関わってくる間

題である。たとえば,高 齢者ケアにおいてどこま

での業務を 「医師」が行うか, によって,今 後の

「必要医師数」は大きく異なってくる。 こうした

テーマにおいては,各 職種の主張は当然のことな

がらその職種の既得権や利害を反映したものとな

らざるをえない。どのような方向をとるにしても

確実に言えることは,サ ービスの受け手あるいは

消費者の視点ということを基本に据えた, きちん

とした 「政策研究」が求められていることである。

これからの看護職のあり方と看護研究の課題

2.そ の他の論点

その他発表においては,(1)わが国における病院

の位置づけの見直し,(2)「越境する看護」(「医療

モデル」からの越境,「病院中心モデル」からの

越境),(0「 個人のライフサイクル」 という視点

とこれからの社会保障, という諸点について述べ

た。

最後に,看 護やケアに関する諸課題は,大 きく

①臨床的 ・現場的レベル

②制度的 ・政策的レベル

③哲学的 ・理念的レベル

の3つ の次元がある。これまでの看護研究は主に

①が中心であったと考えられるが,今 後は② (先

ほど指摘 した 「政策研究」。経済面を含む)や ③

に広く視野を広げた研究や政策提言が求められて

いると思われる。

参考文献

広井良典 『ケア学』,医 学書院,2000年
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◆シンポジウム◆

21世紀の看護を担うための責任ある実践 「拡大する看護職の役割と責任」

病 院 看 護 の 立 場 か ら

は じめに

私が看護職として今日までの30余年間就いてき

た仕事は,主 に心疾患の急性期医療を行う病院で

あった。20世紀後半のこの時代は医学と医療が驚

異的に発達し,わ が国の多くの病院において急速

に高度な専門医療が行われるようになった時期で

もある。高度医療の専門性が追求される中で臓器

別に診断治療が細分化され,必 然的に新たなコ・

メディカルスタッフが次々誕生 したことは周知の

事実である。 しかし, このように専門機能が分か

れ,多 くの新職種が医療現場に登場したにもかか

わらず,職 種間の業務の分担と責任の範囲が整理

されることなく現在に至っている。さらに,業 務

の水準についても同様で,そ れぞれの部門に任さ

れたために専門ごとに分断された医療につながっ

てきたといえる。

このような医療の流れに対する反省から,患 者

中心のチーム医療,す なわち医療の統合の必要性

が叫ばれ,わ が国でも数年前からクリティカルパ

スに取り組む病院が増え始めた。

チーム医療 とクリティカルパス

クリティカルパスは,「専門別に分断された医

療」と 「専門ごと,あ るいは個人ごとにレベル差

のある医療技術」から,「患者中心のチーム医療

への統合」と 「高質で標準的な医療への変化」を

実現するツールとして今,そ の有用性がもっとも

注目されているもののひとつである。クリティカ

済生会中央病院  山  崎 絆

ルパスは,患 者アウトカムの実現に向けて,そ れ

ぞれの専門職種がアイデンティティをもってアプ

ローチする際の共通言語となるシステムである。

チーム医療は,だ れが,い つ, どこで,何 を,

どれだけの時間をかけて, どのように行うのか,

を明確な数量的根拠に基づいて示し,チ ーム内の

コンセンサスを得ることが重要であり, それがク

リティカルパスに反映され,正 確に実践されては

じめて高質で標準的な医療の実現につながる。

数量的根拠に基づく医療の実践 すなわちEBM

は, これまでの勘や経験に頼ってきた曖昧な医療

から脱皮するのに格好の考え方として急浮上 して

きたものである。

看護のアイデンティティと看護判断

看護婦が医療チームの他の職種と協働 し,パ ー

トナーシップを発揮 していくためには,看 護アイ

デンティティの確立が必要となる。看護のアイデ

ンティティは,正 確な判断に基づく技術の正確な

実践であり, これをもってチームの構成員と認知

される。

看護婦の一人ひとりが正確な判断を行うために

は,患 者を観察する着眼点として 「病態関連図」

を活用 したり,観 察したことをアセスメントして

次の看護に結びつける 「意思決定経路図」などを

活用する必要がある。これによって看護が根拠に

基づいた行為となり, どの看護婦が行っても高質

で均質な看護となる。
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看護技術

看護技術は,看 護基準や手順に沿ってなされる

ことにより,正 確に実施される。看護基準や手順

書は,① 患者にとって安全で安楽であり, 自立ヘ

導く内容であること,② 効率やコストに照らして

適正であること,そ して,③ 単に看護婦個人の経

験や直感に頼る看護ではなく,文 献や研究結果な

ど数量的根拠に基づき経済性をも考慮 した看護技

術の集大成でなければならない。

それらの看護技術の確立と実践を可能にする看

護業務の改善により,患 者のQOLの 向上が進み,

さらなる看護のアイデンティティの確立につながっ

ていく。

ま と め

21世紀の幕開けを数力月後に控えている現在,

病院看護の立場から

私たちは,社 会の求めに応 じた看護の役割の拡大

は必須であるとの共通認識を持つ必要がある。例

えば,新 たな役割として,患 者管理を担うケース

マネジャー, リスクマネジャー,治 験コーディネー

ターなどの誕生が考えられ,ま た,す でに教育が

開始されている各専門看護師や認定看護師の存在

がある。

このように拡大する役割を看護職が担っていく

ためには,現 在の臨床看護実践における看護のア

イデンティティの確立が急務であり,そ れが経済

効率に配慮 した内容であることが求められる。21

世紀の看護は,そ うした役割拡大をも受けとめて

責任を果たしていくことで,時 代が要請する次な

る役割が創造されていくものと考える。
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◆ シンポジウム◆

21世紀の看護を担うための責任ある実践 「拡大する看護職の役割と責任」

看護職の責任と役割の拡大 :地域看護/大 学教員の立場から

東大。大学院医学系研究科・地域看護学分野  村  嶋  幸  代

1.地 域ケアにおける状況の変化

今までのお二人の先生は,ケ ア全般の広いお話

と,病 院という場での実践的な先駆的なお話であっ

た。私は,「地域看護学教室」 に所属 しているの

で,「地域看護学および大学教員の立場か ら」 と

言 うテーマで話をさせて頂きたい。

(1)地 域ケアの状況

最初に,地 域ケアを中心として,医 療や看護を

取 り巻 く状況の変化について,今 までに色々語 ら

れてきたことであるが,整 理 したい。

高齢者の増加 ・医療の高度化 ・医療費の高騰 ・

国民の権利意識の向上等の社会的条件の変化があ

り,医 療 0看護の重点が在宅ケアヘ置かれるよう

になった。これは,地 域ケアに働 く人々の職種を

増加させ,ま た,量 的にも増加させた。20年前ま

では,地 域に働 く医療職は行政保健婦が主であり,

医師も 「往診」 しかしていなかったのであるが,

現在は,訪 問看護ステーションも制度化され,訪

間看護婦を始め,看 護職,OT/PTな ど,地 域に

働き,ケ アを提供する職種が増えてきた。医師も,

健康管理を主として定期的に 「訪問診療」するよ

うになり,在 宅ケアを提供することによって,保

険点数上 もカウントされるようになった。

介護保険法は,そ の決定打で,今 まで,老 人保

健法や診療報酬の改定で,少 しずつ在宅ケアの方

向にシフトしてきていたが, これで一挙に,在 宅

ケアの基盤整備が図 られたと言 う印象がある。

介護保険は,同 時に,民 間活力の導入と必然的

に競争原理を導入するものであった。「採算」が

求められるので,経 営の効率化が図 られていく。

某企業のように,事 業として成立 しなければ,即 ,

撤退することもあることになる。民間まかせにす

ると,人 口密度が高 く,事 業が成立する地域は良

いが,事 業が成立 しない地域では,必 要なサービ

スが充足 しない事態 も出て くる。改めて,行 政の

役割が問われる所であろう。

(2)看 護に課せられる役割の変化

以上のような社会状況の変化を受けて,看 護の

役割 も変化 してきている。

まず,看 護の役割の拡大である。地域に必要な

資源が不足 している場合,地 域そのものをアセス

メントして,必 要な資源を地域で作 っていく役割

が課せられる。そのためには,個 別のケアマネジ

メントだけでなく,地 域全体のケアマネジメント

をする能力,即 ち,地 域診断やマーケティングの

能力を用いて,地 域のケアシステムを見る力を養

うことが必要だと言えるであろう。

これと関連 し,一 つの事業体の責任者として,

経営に参画 し,事 業展開をしていく事 も求められ

ていく。既に,訪 問看護ステーションに関しては,

その管理者は看護職であるべき事が明記されてい

る。実際に,多 くの看護職が,訪 問看護ステーショ

ンの長 として,経 営を含めて責任を持って働いて

いる。公的介護保険の開始時には,実 際に非常に
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多くの看護職が,不 眠不休で体制の切り替えとソ

フトランディングに貢献してきた。

更に,病 院で副院長の役割を担う看護職も増え

てきた。看護職が,病 院最大の職種であることを

考えれば当然だが,医 療の質について分かる人が,

経理も分かり,そ の意見を,病 院の経営に自分の

意志決定として,反 映させていくことの重要性は,

とても大きい。

これと関連 して,企 業内で重要な地位を占める

ような看護職が,徐 々に増えている。看護の経験

のある人が,在 宅ケア部の部長として活躍してい

るケースがある。この方達が,「質を維持するた

めには,少 々高くても,質 の良い看護職が必要だ」

と,企 業内で,根 拠を持って周囲を説得できるよ

うなデータを,看 護学に携わる人間は出すべきで

あろう。

企業に関しては, もう一方で,昨 日話題提供さ

れたように,製 品開発に関わる看護職 も徐々に増

えているようである。看護職として,直 接的に顧

客に接して得た意見や反省点を製品に反映させる

ことで,製 品の使いやすさが格段に上がってくる

のではないだろうか ? この点で,看 護学はもっ

と,産 学協同して良いであろう。

地域ケアに,色 々な職種が参入 している現状を

考えると,そ の中での看護職の立場や地位を,今

後,議 論 して明確にしていく必要があろう。看護

職は,い ったい, どの部分を担うのか,給 与はど

の位欲しいのか,そ れに見合った仕事とは,い っ

たい何なのか,を 明確に打ち出していくことが必

要である。

特に, 日本では,介 護福祉士も国家資格の専門

職である。具体的にどのように仕事を分担 し合う

のかが問われるようになってきている。公的介護

保険で,看 護職の訪問単価は介護職の2～ 3倍で

ある。この給与に見合う為には, どのような仕事

をすれば良いのか,必 要な技術は何かを明示して

いく必要がある。自己規制として,看 護職側が規

地域看護/大 学職員の立場から

準を作っていく必要があると思われる。

また, これから,看 護職 も,過 剰時代に入って

くる。実は,地 域では,現 実にヘルパーとして働

く看護職 も出てきている。その仕事範囲は何なの

か,給 与や医行為の実施可能性はどのような位置

づけになるのかを, 明確にしていかなければなら

ない。

(3)看 護界が蓄積 してきたこと

このような社会状況に対 し,看 護界側も大きく

変わってきた。

特筆すべきは,看 護大学の増加であろう。平成

4年 にわずか11校だった看護学の4年 制大学が,

平成12年度には,86校 である。修士課程 も,36校

になる。 これは,看 護界に何をもたらすだろうか ?

私は, 4年 制大学の卒業生は,誤 解を恐れずに

言えば,「物怖 じしない」という印象をもってい

る。人前でしゃべったりする時に,過 度にへりく

だりすぎることなく,自 分の意見や質問を ドンド

ン出すという印象である。表現力も備えている。

このように自己主張の強いナース達が育ってきて,

その人々が,「人間が,一 番弱 っている時にケア

をする。」……・そこからナース達が何を考え,世

の中にどのように発信 していくか。そのあり方に

よってかなり大きな影響があると思 う。

修士課程では,専 門看護師制度の導入が図 られ

ようとしている。看護協会の方 も,認 定看護師制

度を推進 しようとしている。これによって,看 護

の専門分化が進むであろう。その時に,個 人の生

活を援助するという,看 護学の総合性を失わない

ようにしなければいけないと思 う。

大学は沢山出来たが,「看護技術」 を科学的に

解明し,良 いケアについて蓄積を図っていくこと

は,未 だ不十分である。そうは言っても,生 理学

的な方法を用いた研究は徐々に蓄積されている。

それか ら,精 神看護領域や訪間の意味と意義, シ

ステム構築等の技術に関して,「熟練看護婦に聞
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く」 という形の 「技術」は,徐 々に蓄積されてき

ている。今後必要なのは,あ る程度条件を設定 し

ての 「介入研究」によるEvidenceの 蓄積であろ

う。

に)看 護職一人一人の課題

では,一 人一人の看護職が何をなすべきであろ

うか。

先ずは,ケ アを必要 としている人の傍 らにいて

ケアをすることであろう。一見奇異に聞こえるか

もしれないが,「療養上の世話」行為を介護職に

ゆだねた時, また,介 護報酬で上限を縛られた時,

難 しいというのが実状である。

そして, 自分のケアの効果を 「見届ける」こと

の大事さが挙げられる。謙虚に反省 し,振 り返っ

て効果的なケア方法を開発 していく必要がある。

さらに,患 者の 「代弁者」であることを自覚す

る必要がある。患者の傍 らに一番身近にいるもの

として,不 足 している資源の開発 も含めたケアマ

ネジメントを行うことである。現在のような高齢

者の増加は,障 害者の増加をも招 くことになる。

障害者と共生できる社会作 りを行っていく必要が

ある。

看護学が学問分野の中で確実に根をはっていく

ためには,看 護学なりの方法論や独自に開拓でき

る研究分野が必要になる。それは,人 が病を受け

入れ,共 存 し,回 復 していくプロセスを解明し,

回復を促進 していくことであろう。 この分野の開

拓に,力 が注がれていく必要がある。

(5)日 本の未来の中で,看 護が役割を全うするた

めの条件整備……社会的課題

では,看 護職全体は社会の中で, どのような役

割をとっていけば良いのであろうか。またそのた

地域看護/大 学職員の立場から

めに社会的に何が整備される必要があるのであろ

うか ?看 護界全体として,何 をなすべ きなので

あろうか。

まず,今 まで,看 護職があまり行っていない分

野に看護職が積極的に参入 していくことであろう。

例えば,企 業,特 別養護老人ホーム,等 である。

同時に 「学んだ」ナースを受け入れる場を増やし

ていく必要がある。そのためには 「質の良い看護

職がケアをすることが,結 局は安 くつく」ことを

証明していく必要があり, この面の研究が積み重

ねられていくことが肝要である。

それは,evidence―based nursingにもつながっ

ていく。どのような看護が効果があるのか,根 拠

を積み重ねていく必要がある。 これには,実 践研

究を充実させていく必要がある。今までのような

看護学の実践場を確保する必要がある。 このため

には,国 立の看護学研究所が欲 しいと思 う。同時

に,高 齢者医療,精 神科学等,様 々な分野の研究

所にケアを科学する部門がおかれ,そ こに看護学

研究者が配置されていくことを願っている

看護婦は医療の中では最大手職種である。その

職種が効率的に動けるか否かで医療の質や効果は

大きく異なってくる。目下,看 護管理学は基礎教

育の中で指定規則に記載された必須科目にはなっ

ていないが,早 急に必須科目にするべきだと思う。

看護管理学の構築に長年携わってこられた草刈学

会長はじめ看護系学会からの要請, もしくはリコ

メンデーションとして,看 護管理学の必修化に精

力的に取 り組んでいくべきだと考える。

以上,21世 紀にむかって課題は多いが,本 来の

使命であるケアの提供を通 して,科 学性,実 証性

を加えて飛躍することが望まれている。
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◆ シンポジウム◆

21世紀の看護を担うための責任ある実践 「拡大する看護職の役割と責任」

拡 大 す る看護 職 の役 割 と責 任

今度 WHOが 医療サービスの水準や健康寿命等

について,わ が国の保健システムは1位であるこ

とが報告された。 しかし病院の外来は相変わらず

混雑 して居り,入 院も多くは6人部屋であるが,

欧米では普通である個室や2人部屋であれば, プ

ライバシーも保たれ,院 内感染等の危険も減るで

あろう。外来も病診の機能分化が行われ,予 約制,

院外処方ということであれば混雑も少なく,診 療

にも時間的余裕が生まれる。看護職も入院患者 1

人に対して2人であり,多 くの補助要員も居る。

医療事故の記事は大きく報道されるが, このよう

な違いに言及 していることは稀であり,我 が国の

低医療費政策の歪みが昨今の状況ではないか。あ

る時の臨調以来絶えず医療費や社会保障費に対し

て削減圧力が加わって居るが,わ が国の医療費は

対 GDP比 先進国中19位であり多過ぎるとは言え

ないと指摘されて居る。在宅ケアについて述べる

とデンマークでは施設は個室化されて居り, プラ

千葉県医師会  近  藤  宣  雄

イバシーと個人の尊厳について配慮されて居る。

このために税金は高いが,わ が国でも物価や税金

は結構高く, とくに使途が不明瞭である。

このような状況下21世紀の医療,看 護はどのよ

うな問題に直面するであろうか。 ヒトゲノムの解

析,情 報化, グローバリゼーション等が今後看護

学にも影響を与えるであろう。高齢化が更に進展

し,看 護の範囲も専門家を要すると共に,ケ ア,

日常の世話に及び広範な領域に拡大されるのでは

ないか。施設や在宅ケアの分野においても,弾 力

性のある配置基準が求められるものと思われるが,

これらが利益追求型や,費 用肖1減のみを目指 した

ものでなく質の向上を重視する方向へと転換され

るべきであろう。ターミナルケアや地域の保健医

療福祉関連機関や職種との連携も推進されること

になるが, これらの業種との関係も上下でなく,

ネットヮークを重んじた型となることが期待され

る。
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一
般 市 民 の立 場 で これ か らの看 護 職 に期 待 す る こ と

一忠者体験か ら見えてきた看護の本質一

土橋律子 (生命<い のち>を 支える研究所 ～ for cancer sur宙vers～ )

がん体験を持つ看護職だが一般市民の立場で発言 したい。11年前、足掛け4年 の間病で医療や

看護について多くの疑問や矛盾を感 じた。耳が痛いかも知れないが聞いてほ しい。がん患者は告知

後一時的に落ち込むがす ぐに 「死んでたまるか」と新たな模索を始める。死ぬまでは生きるのだか

ら 「生きること」をサポー トして欲 しいのだ。生きにくい状況、心身の苦悩、理不尽な怒 りの中で、

再発や転移に直面 しても、最後まで自分らしく生きたい、と願っている。だが看護職は忙 しさの中

で患者個々の人生まで考える余裕はないようだ。入退院を繰 り返す毎に苦悩は深まるのに看護者の

対応はマニュアル的だと感 じた。看護職の提供する情報は人によつて違 う。曖味で不充分、偏つた思い

こみが多く納得できるものは少ない。患者は確認のため人を変えて同じ質問をする。最初の入院で

は感謝 した療養上の世話も、2度 目3度 目では不信感に変わる。現場の人にとつては些細な事かも

しれないが、あの時、あの状況で、あま りに無神経に対応 されたという思いは強く心に残 り深い傷

となる。痛みも苦 しみも死ぬことも誰も代わつてはくれない。すべて自分一人の身体 と心で受け止

め納得 していかなければならないのは辛い。病人は 「弱者」のレッテルを貼 られ 「看てあげるからおと

な しく言 う事を聞きなさい」と強要され、重症になるほど自己主張を批判的な目で見 られがちであ

る。苦い感情を押さえて看護職の顔色を覗い、我慢と遠慮をしなが ら本物の救いを探 している命が

けの気持ちを察 してほ しい。看護者は癌=死 の思い込みが強く、患者を無理や リターミナルケアヘ誘導 し

ているような気がする。告知やインフォームドコンセントの本質を再考 してほ しい。最後まで支えきる準備 も

気概 もなぃまま安易に 「余命告知Jが 行われている現状に腹が立つ。 「本来の看護」最後までその

人 らしく生ききることを支援 し続ける専門職ではないだろうか。

人は危機の時驚くようなエネルキ―゙が本能的に沸くが、何の為に生きるのかという根幹が確かでない

とがむ しゃらなエネルキ―゙は無駄な衝突を繰 り返 し分散 してしまう。生きる意味は人様々だが、そこを

理解 して応援するとしないとでは、ありがたみが全く違 うと多くの患者仲間が語る。癌は自分の細

胞が変化 して出来たものなので怒 りや憎 しみを込めて叩き潰そ うとすると宿主の身体もバランスが崩

れていく。逆に癌細胞 と共存するつもりで向き合 うと案外おとなしく付き合いやすいように感 じた。

要は自分の心の在 り様が癌に対する不安や恐怖を増減するのだから、看護者は患者が自分を責め嫌

いにならないよう、ありのままのその人を無条件で受け入れていく事が大事だ。条件をつけると厄

介な問題が次々に起き患者を苦 しめる。家族への支援も重要。身内にガン患者を抱えた家族の不安

は時に患者以上である。両者がすれ違つたままの間病はとても孤独なものになる。入院当初から一

貫 した姿勢で関わる事がとても大切。人間全体のバランスを取る事に眼を向け、近視眼的な捉え方

ではなく少 し離れた所から患者が自分の足で立ち上がる事を支援 してほ しい。エヒ
゛
テ
゛
ンスにかなったイ

ンフォームドコンセントで看護を展開 してほ しい。日の前で困つている患者や家族は同じ目線で 「普通の大人」

として対応 してくれ、その上で確かな技術 と知識も持ったプロとしての看護職を待望 している。そ

うい う 「本来の看護」を実践 し社会に伝えていくことは看護職の責任だ。でないと一般市民は医師

の補助業務が看護職の専門性だと位置づけ、人間相手の部分は他職種に委ねて しまうだろう。医師

と同 じスタンスを取らないで時には医師に抵抗 してでも患者の尊厳 と権利を擁護す ることの専門職 と

なつてほしい。結果ではなくフ
°
ロセスを大切に。 日の前の患者か ら沢山の生き死にを観 させてもらつ

ているのだから、その 「生老病死」が納得のいくものになるよう専門知識や技術を使つてほ しい。

患者の生の声を聞く機会を多く持つことが大事だと思 う。問題解決に一
歩を踏み出してください。
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～」設立。今年 2月 日本評論社より 「看護婦ががんになつて」を出版(ノl 笠ヽ原信之氏と共著)

日本看護研究学会雑誌 V ol,23 No 3 2000


